
農業委員及び農地利用最適化推進委員を募集します！ 

 令和８年７月１９日をもって現在の農業委員及び農地利用最適化推進委員の任期が満了するため、農業委員及び農

地利用最適化推進委員を募集します。 

No. 項目 農業委員 農地利用最適化推進委員 

１ 募集人数 １８名 ２８名 

２ 推薦を受

ける者・

応募する

者 

 農業に関する識見を有し、農地等の利用の

最適化の推進に関する事項その他の農業委員

会の所掌に属する事項に関して、その職務を

適切に行うことができる者 

 農業に関する識見を有し、農地等の利用の最

適化の推進に熱意と識見を有し、その職務を適

切に行うことができる者 

３ 主な業務 ・総会、各種会議、研修会への出席 

・現場活動（農地の巡視、遊休農地対策業務、

農地利用の最適化推進活動など） 

・毎月の農業委員会定例会への出席（農地法に

係る農地の権利移動、農地転用等の農業委員

会の権限に係る許可などの審議、承認） 

・総会、各種会議、研修会への出席 

・現場活動（農地の巡視、遊休農地対策業務、

農地利用の最適化推進活動など） 

４ 報酬 会長     （月額）31,500円 

会長職務代理者（月額）24,500円 

委員     （月額）21,000円 

※活動実績に応じて能率給有り 

（1,000円/時間） 

（月額）16,000円 

※活動実績に応じて能率給有り 

（1,000円/時間） 

５ 共通事項 ●推薦を受ける者・応募する者の資格要件 

  以下のいずれかに該当する場合は委員となることはできません。 

ア．破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

イ．拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなる

までの者 

ウ．法令により兼職が禁止されている者その他公務遂行上適当と認められない者 

●任期     ３年間（令和８年７月２０日～令和１１年７月１９日） 

●推薦者の要件 農業者または農業者組織などの代表 

●選考方法   書類選考後、書類選考通過者を対象に面接 

●応募状況の公表 

  法令の定めにより、推薦・応募の申込書に記載された事項はさぬき市ホームページで公表し

ますので、あらかじめご了承ください。（住所、電話番号等法令に定めない事項は除く） 

６ 申込方法 推薦書または応募申込書に必要事項を記入し、下記添付書類を添えて、農業委員会事務局へ持

参または郵送 

（添付書類） 

・推薦を受ける者又は応募する者の住民票（発行後３ヶ月以内） 

・推薦を受ける者又は応募する者が認定農業者である場合又は所属する法人が認定農業者であ

る場合は、認定農業者証等の認定農業者であることを証明する書類の写し 

７ 受付期間 令和８年２月２日（月）から３月２日（月）まで（平日８：３０から１７：１５まで） 

※郵送の場合は３月２日（月）必着 

※推薦・応募用紙は農業委員会事務局で配布します。また、ホームページからもダウンロードで

きます。 

８ 提出先 〒７６９－２１９５  さぬき市志度５３８５番地８  さぬき市農業委員会事務局 

 


